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東証コード 原則１－５ 
 

買収防衛策に関する基本方針 

 
「会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」については、い

わゆる買収防衛策を含め、特に定めません。 

  

株式の大量買付けに応じるか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものであ

ると考えております。しかし、当社は、豊かで安全・安心な国土づくりに貢献し利益を確保する

とともに、収益力の強化により企業価値の向上を図り、顧客、株主をはじめ関係各位の期待に応

えることを経営の基本としており、これに照らして、当社の企業価値、株主共同の利益に反する

者が当社の支配権の獲得を表明した場合には、当社としては、金融商品取引法で定められている

「意見表明報告書」（公開買付に関する意見の内容、根拠及び理由）において取締役会の考え方

を表明するなど、法令及び定款で認められる範囲内において、最も適切な措置を講じることとし

ております。 
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